
小樽にカジノを誘致する会規約 

 

 

第１章 総 則 

 

（名称） 

第１条 本会は、小樽にカジノを誘致する会と称する。 

 

（目的） 

第２条 本会は、日本におけるカジノ法制化を見据え、将来の小樽エリアでのカジノ（以下「小樽カジ

ノ」という。）の実現が、小樽市の地域振興及び国際観光振興に寄与するものとして、小樽カジノを誘

致した場合の効果予測や社会的な影響面等についての調査、研究等を行い、小樽カジノの誘致を目指す

ことを目的とする。 

 

 

第２章 会 員 

 

（会員） 

第３条 本会の会員は、次のとおりとする。 

（１） 法人会員 本会の目的に賛同する法人その他の団体 

（２） 個人会員 本会の目的に賛同する個人 

２ 前項各号に掲げる会員になろうとする者は、それぞれ次条第１項各号に定める会費を添えて、第１８

条の事務局に申し出るものとする。 

 

（会費） 

第４条 前条第２項の規定によるもののほか、本会の会員は、毎年度、次に定める会費を納入しなければ

ならない。 

（１） 法人会員 １０，０００円 

（２） 個人会員 ５，０００円 

２ 既納の会費は、還付しない。 

 

（資格の喪失） 

第５条 会員は、退会した場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、会員としての資格を失う。  

（１） 法人会員にあっては、当該法人が解散したとき。 

（２） 第２条の目的に反する行為をしたと認められる場合において、第１４条の役員会の議決をもって

除名されたとき。 

 

 

第３章 役 員 

 

（役員） 

第６条 本会に、次の役員を置く。 

（１） 会長 １名 

（２） 副会長 ３名 

（３） 理事 若干名 

（４） 監事 ２名以内 
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（役員の選任） 

第７条 会長及び副会長は、総会において会員が互選する。 

２ 理事及び監事は、会員のうちから総会において会長が指名する。 

 

（役員の任務） 

第８条 会長は、会務を総理し、本会を代表する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する

副会長が会長の職務を代理する。 

３ 理事は、役員会を構成し、会務を掌理する。 

４ 監事は、本会の会計を監査し、総会に報告する。 

 

（役員の任期） 

第９条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 役員に欠員が生じた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（顧問、相談役、オブザーバー）  

第１０条 本会に、顧問及び相談役を若干名置くことができる。 

２ 顧問及び相談役は、会長が委嘱する。 

３ 顧問及び相談役は、会長の諮問に応じ、建議することができる。 

４ 本会に、オブザーバーを若干名置くことができる。 

５ オブザーバーは、会長が委嘱する。 

６ オブザーバーは、総会、役員会又は委員会に出席し、意見を述べることができる。 

 

 

第４章 総 会 

 

（定期総会及び臨時総会） 

第１１条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。 

２ 定期総会は、毎年度終了後、２か月以内に会長が招集するものとする。 

３ 臨時総会は、必要がある場合において、特定の事案に限り、会長が招集する。 

 

（総会の付議事項） 

第１２条 総会に付議すべき事項は、次のとおりとする。 

（１） 規約の改廃 

（２） 予算及び事業計画の策定 

（３） 決算の認定 

（４） その他会長が特に必要と認める事項 

 

（総会の会議） 

第１３条 総会の議長は、会長とする。 

２ 総会は、会員の３分の１以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

 

第５章 役員会 
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（役員会） 

第１４条 役員会は、会長、副会長、理事及び監事をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。 

 

（役員会の付議事項） 

第１５条 役員会に付議すべき事項は、次のとおりとする。 

（１） 総会に付議すべき事項 

（２） 役員会の運営についての事項 

（３） その他会長が特に必要と認める事項 

 

（役員会の会議） 

第１６条 役員会の議長は、会長とする。 

２ 役員会は、役員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 役員の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

（委員会） 

第１７条 第２条に定める目的を達成するため、役員会が特に必要と認める場合には、専門的な事項を審

議するための機関として、役員会の下に、委員会を置くことができる。  

２ 委員会の委員は、会長が指名する。 

３ 委員会の運営については、会長が別に定める。 

 

 

第６章 事務局 

 

（事務局） 

第１８条 本会の庶務を処理するため、小樽商工会議所に本会の事務局を置く。 

 

（事務局長等） 

第１９条 事務局に事務局長１名及びその他の職員を置き、会長が指名する。 

 

 

第７章 会 計 

 

（会計年度） 

第２０条 本会の会計年度は、４月１日から翌年の３月３１日までとする。 

 

（経費） 

第２１条 本会の経費は、会費、協賛金、補助金その他の収入をもって、これに充てる。 

 

（補則） 

第２２条 この規約に定めるもののほか、本会に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 

附 則 

 

（施行期日） 

１ この規約は、平成２０年１２月２４日から施行する。 
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（準備会からの移行） 

２ この規約の施行の際現に（仮称）小樽にカジノを誘致する会設立準備会（以下「準備会」という。）

の会員である者は、この規約の施行の日（以下「施行日」という。）に、法人その他の団体にあっては

第３条第１項第１号の法人会員に、個人にあっては同項第２号の個人会員になったものとみなす。この

場合において、準備会に納入した会費は、同条第２項の規定により本会に納入した会費とみなす。 

 

３ この規約の施行の際現に準備会の事務局の職員である者は、施行日に、第１９条の規定により本会の

事務局の職員に指名されたものとみなす。 

 

（最初の会計年度） 

４ 本会の最初の会計年度は、施行日から平成２１年３月３１日までとする。 


